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社会保険料控除・ノロ注意喚起

問合せ先　　生活安全課（鳥取市保健所）　　☎０８５７－３０－８５５２

問合せ先　　智頭町役場　税務住民課　　　　☎７５－４１１８

　　　　　　日本年金機構鳥取年金事務所　　☎０８５７－２７－８３１１

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
の
特
徴

◎
予
防
の
ポ
イ
ン
ト

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒
は
、
冬
場
に
多
く
発
生
し

ま
す
が
、
最
近
で
は
1
年
を
通
じ
て
発
生
し
て
い
ま
す
。
特

徴
を
理
解
し
て
、
し
っ
か
り
予
防
し
ま
し
ょ
う
。

・
少
量
の
ウ
イ
ル
ス
で
発
症
す
る
。

・
感
染
能
力
が
な
く
な
る
ま
で
の
期
間
が
長
い
。

・
食
品
か
ら
の
感
染
だ
け
で
な
く
、
人
か
ら
の
感
染
も
あ
る
。

・
一
般
的
な
食
中
毒
細
菌
と
異
な
り
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
消
毒

　

効
果
は
十
分
で
は
な
い
。

・
調
理
前
、
食
事
前
、
ト
イ
レ
使
用

後
な
ど
に
石
鹸
で
し
っ
か
り
と
手

洗
い
を
す
る
。

・
食
品
は
、
中
心
部
が
85
～
90
℃
で

90
秒
以
上
加
熱
す
る
。

・
調
理
器
具
な
ど
は
、
塩
素
系
漂
白

剤
を
薄
め
た
も
の
ま
た
は
熱
湯
を

使
用
し
て
消
毒
す
る
。

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒
に
要
注
意
！

国
民
年
金
保
険
料
は
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
！

◇
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
発
送
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　

国
民
年
金
保
険
料
は
所
得
税
法

及
び
地
方
税
法
上
、
社
会
保
険
料

控
除
と
し
て
そ
の
年
の
課
税
所
得

か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。
控
除
の
対

象
と
な
る
の
は
、令
和
３
年
中（
令

和
３
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
３
年

12
月
31
日
）
に
納
め
ら
れ
た
保
険

料
の
全
額
で
す
。
ま
た
、
ご
家
族

（
配
偶
者
や
子
ど
も
等
）
の
負
担

す
べ
き
国
民
年
金
保
険
料
を
支
払

っ
て
い
る
場
合
は
、
ご
自
身
の
国

民
年
金
保
険
料
に
加
え
、
そ
の
保

険
料
に
つ
い
て
も
控
除
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た

め
に
は
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告

の
際
に
、
保
険
料
を
支
払
っ
た
こ

と
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　

日
本
年
金
機
構
か
ら
「
社
会
保

険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

証
明
書
」
が
届
い
た
ら
大
事
に
保

管
し
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
の

際
に
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

発　

送　

時　

期

対　
　

象　
　

者

①

令
和
３
年
10
月
下
旬
か
ら

11
月
上
旬
に
か
け
て
順
次

発
送

令
和
３
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
９

月
30
日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
し
た
人

②

令
和
４
年
２
月
上
旬

令
和
３
年
10
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
12

月
31
日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
し
た
人
（
①
の
対
象
者
を
除
く
）

【
症
状
】

　

吐
き
気
、
嘔
吐
、
下
痢
な
ど

【
潜
伏
期
間
】

　

１
～
２
日
間
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